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医療用医薬品の偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会 

中間とりまとめ（抜粋） 

 

 

Ⅲ．直ちに対応すべき具体的な対策について 

５ その他 

・  医療機関にあっても違法な医薬品取引を根絶する観点から、生命関連

商品として、購入、返品、在庫処理等において、適正な取扱いが求めら

れることを十分理解した上で、偽造品流通防止、医薬品流通管理の適正

化に卸売販売業者等とともに取り組むべきである。具体的には、上記に

示した卸売販売業者や薬局の取組に準じて、医薬品の譲受時の対応や品

質に疑念のある医薬品を発見した際の対応、業務手順書の整備等に関す

る取組が行われることが望まれる。 


